子ども総合科学館警備業務委託仕様書

この仕様書は、業務の大要を示すものであって、現場の状況に応じ、軽微なものについては、仕様書に明記されていない事項であっても誠意をもって警備業務を行い、公益財団法人とちぎ未来づくり財団（以下「委託者」という）が業務上または建物管理上必要と認めた作業は、契約金額の範囲内で警備業務を実施するものとする。

１　目　的
栃木県子ども総合科学館の施設内の警備業務を委託することにより、来客、電話の応対、盗難、不正行為、火災の防止及び防災監視盤の監視等を行い、施設の安全かつ正常な管理を図ることを目的とする。

２　警備対象施設の概要
（１）所在地　栃木県宇都宮市西川田町５６７番地
（２）敷地面積　167,585.42㎡
（３）建　物
ア　科学館本館
・構　　造	　鉄筋コンクリート造り　地上２階建て
・建築面積	　6,258.44㎡
・内　　容	　事務室、会議室、修理製作室、展示場、プラネタリウム、天文台、多目的ホール、
学習室、休憩室等
イ　屋外管理棟
・構　　造	　鉄筋コンクリート造り　平屋建て
・建築面積  153.15㎡
・延床面積  153.15㎡
ウ　屋外休憩棟（ビッグパラソル）
・構　　造	　サスペンション膜構造
・建築面積　654.7㎡
・延床面積  654.7㎡
エ　屋外休憩棟（第二ビッグパラソル）
・構　　造	　サスペンション膜構造
・建築面積	  363.05㎥
・延床面積   363.05㎡
オ　屋外便所（駐車場）
・構　　造	  鉄筋コンクリート造り　平屋建て
・建築面積	  51.84㎡
・延床面積	  51.84㎡
カ　屋外便所（乗り物広場）
・構　　造	  鉄筋コンクリート造り　平屋建て
・建築面積	  20.25㎡
・延床面積	  20.25㎡

（４）屋外施設
催し広場、冒険広場、乗物広場、遊びの広場、新遊びの広場、風の広場等

３　警備業務の委託期間、内容等
（１）委託期間
[bookmark: _Hlk152158348]令和8(2026)年4月1日から令和11(2029)年3月31日
（２）時間及び警備員数
ア　通常期間（4月～11月・3月の開館日及び12月～2月の土・日・祝日）
開館日　昼　間8：30～17：0 0　　    3名体制
[bookmark: _Hlk152159681]夜　間17：00～翌日8：30　　　　　　1名体制
[bookmark: _Hlk152160052]イ　閑散期（12月～2月の平日）
開館日　昼　間　                     2名体制
　早　番 8：00～16：30
　遅　番10：30～19：00
夜　間18：00～翌朝9：30　　　　　　1名体制
ウ　休館日　 昼　間8：30～17：0 0　    　 2名体制
夜　間17：00～翌日8：30　　　　　　1名体制
※1年間の平均開館日数は296日
※夜間勤務時は緊急時に警備会社本社と連絡を取り、本社から応援が出勤できる体制にすること。
（３）内　容
　　　※　詳細な常駐・巡回シフトは、別紙「子ども総合科学館警備シフト表」のとおり
ア　常駐警備業務
警備員室に常駐し、電話の応対（夜間及び休館日）、門の開閉等を行うこと。
・事務室等の鍵の収受及び保管
委託者の最終退館者等から鍵を収受し、指定の場所に保管すること。
委託者が指示する者以外に鍵の貸し出しは行わないこと。
イ　巡回等警備業務
建物・屋外及び風の広場を定期的に巡回し、不審者や不審車両に対応すること。巡回時に発見した小さなゴミ等は回収すること。
開館時間（９：３０～１６：３０）は展示場出入口付近に常駐すること。
　　ウ　機械警備業務
・防災監視盤の監視業務
　　防災監視盤の監視を行うこと。
自動火災受信機の火災情報に対しては、直ちに緊急措置を講ずること。
非常事態時の避難、誘導、館内放送及び関係機関へ通報すること。
エ　緊急事態発生時の対応
緊急事態が発生した際には、迅速かつ適切な処置を講じ、委託者に直ちに連絡するとともに、必要に応じ関係機関へ連絡し事態の処理にあたること。
オ　点検項目
・盗難の防止
各室の扉、窓の施錠
その他盗難の防止に関すること。
・不正行為等の排除
潜伏者、徘徊者、不審者の発見と排除
不正行為者の発見と排除
・火災の防止
電気器具のコンセント及びスイッチの確認
照明の消灯
ガス器具等の消火の確認
その他防火に関すること。
・風水雪害等の予防
風水害等による被害の予防
隣接地帯等から発生する不測の事態の早期発見とその処理
積雪時には職員、来館者の安全を確保する。
その他風水害防止に関すること。

４　警備員の資格及び名簿
（１）資　格
警備業法及び同法施行規則に規定する教育を修了したものであること。
（２）名　簿
委託業務の処理にあたる警備員の経歴及び資格等を記載した名簿を委託契約後速やかに提出すること。
　　勤務予定者の名簿を、勤務する月の前月15日を目安に提出すること。

５　警備状況報告書
委託期間中に生じた事項については、下記の報告書をそれぞれ提出すること。
（１）日　誌
ア　記載事項　委託期間中に処理したこと
イ　提出時期　毎朝
（２）巡回警備報告書
ア　記載事項　定められた事項の点検確認状況
イ　提出時期　毎朝
（３）事故発生報告書
ア　記載事項　事故発生の状況、内容、その対応方法及びその他必要事項
イ　提出時期　毎朝

６　損害の補償及び免責事項
（１）補償事項
ア　委託期間中に、受託者の責任において発生した損害（第三者に及ぼした損害も含む）については、受託者が補償すること。
イ　委託期間中に受託者が被った損害については、受託者が補償すること。
（２）免責事項
ア　委託者の瑕疵によるもの
イ　天災地変その他の不可抗力によるもの

７　居室等の利用
（１）警備員室及びその附属設備については貸与するものとし、使用料は徴しない。
（２）業務に関わる什器、ロッカー机等は、受託者が用意するものとし、持ち込みに際してはあらかじめ委託者に届出をしなければならない。ただし、委託者の什器及び備品等は委託者の承諾を受けて、使用することができる。なお、それらに要する光熱水費は、委託者が負担する。
（３）警備員室は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、適切な維持管理を行う。なお、これらに汚損等を与えた場合は、受託者の責任において復旧する。

８　再委託の禁止
委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を受けたときは、この限りでない。

９　委託業務遂行上の義務
業務遂行にあたっては、次の事項に十分留意すること。
（１）本仕様書は、委託業務の大綱を示すものであって、本仕様書に記載のない事項であっても委託者が必要と認め指示した事項は、誠意をもって実施するものとする。
（２）善良な管理者の注意をもって委託業務にあたること。
（３）職務上知りえた事項を他に漏らさないこと。
（４）来客者及び電話の対応は、委託者の代わりとして親切丁寧に行うこと。
（５）県有財産を使用する場合は、受託者の許可を得て行うこと。
（６）所定の制服を着用すること。

